
●近時の交通事故をめぐる紛争の論点を網羅的に取り上げ、センター
の理事、審査員、嘱託弁護士等が執筆。実務担当者の視点から交通
事故損害賠償の法理と実務を論じています。

　（公財）交通事故紛争処理センター（以下、当センター）は、交通事故
紛争処理裁定委員会として発足して以来、交通事故被害者の迅速か
つ公正な救済を図ることを目的として、裁判所における判断のあり方を
基本に据えて、交通事故紛争の斡旋・審査裁定を行ってきた。そして、
幸いにも、今年、創立40周年を迎えることができた。
　これまで、当センターでは、創立10周年に『交通事故損害賠償の法
理と実務』を、創立20周年には『交通事故賠償の法理と紛争処理』及
び『交通事故賠償重要判例の解説』を、また、創立30周年には『交通事
故損害賠償の新潮流』をそれぞれ発刊し、審査員、嘱託弁護士及び調
査専門委員等による論文を公表してきた。それら論文は、斡旋・審査裁
定の経験を基にして、現実の紛争処理において見られる問題点の考
察をするものや学説を再検討するものであり、我が国の交通事故賠償
の実務と研究に少なからぬ有益な影響を与えたと自負しているところで
ある。

　30周年記念論文集発刊から10年が経過し、この間の判例及び学説
の考え方や損害保険業界等の動向も変化を見せてきているところであ
り、現時点での自動車事故損害賠償についての考え方を整理しておく
ことが有用であると判断し、創立40周年を記念する論文集を発刊する
ことにした。ここ10年間の交通事故損害賠償論における重要かつ新し
い論点を抽出し、実際に紛争処理に携わっている本部・支部の審査
員、嘱託弁護士、調査専門委員等に執筆陣に加わっていただいた。
　本書の狙いは、各論点に関して、理論と実務との整合性を図ることに
ある。その狙いが成功しているかどうかは、読者諸賢の評価を待つこと
になろう。読者諸賢からのご批判とともに、ご活用をお願いする次第で
ある。
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